
　

阿
久
根
地
区
消
防
組
合

は
、
合
併
後
も
合
併
前
と
同

じ
東
分
遣
所
と
長
島
分
遣
所

が
そ
れ
ぞ
れ
旧
町
を
範
囲
と

し
て
管
轄
し
て
き
ま
し
た
。

町
政
一
般
に
つ
い
て
は
一
定

の
行
政
改
革
を
実
施
し
な
が

ら
、
町
民
の
利
便
性
を
低
下

す
る
こ
と
な
く
地
方
自
治
を

推
進
し
て
い
ま
す
。
分
遣
所

に
お
け
る
消
防
行
政
に
つ
い

て
も
、
合
併
の
効
果
を
反
映

さ
せ
る
と
と
も
に
、
時
代
と

と
も
に
多
様
化
す
る
緊
急
要

請
に
即
応
で
き
る
組
織
体
制

の
見
直
し
を
図
る
た
め
に
８

月
１
日
か
ら
再
編
を
行
い
ま

す
。１

１
９
は
東
分
遣
所
で
一
括
受
付

再
編
し
て
ど
う
か
わ
る
の
？

１
１
９
番
通
報

　

火
災
や
救
急
の
「
１
１
９
番
」

受
付
の
す
べ
て
を
東
分
遣
所
で
受

信
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
長
島

分
遣
所
は
通
信
業
務
は
行
わ
ず
、

現
場
対
応
に
専
念
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

管
轄
区
域
の
見
直
し

　

東
分
遣
所
が
管
轄
し
て
い
た
田

尻
地
区
を
長
島
分
遣
所
が
、
長
島

分
遣
所
が
管
轄
し
て
い
た
平
尾
地

区
を
東
分
遣
所
が
管
轄
し
ま
す
。

　

こ
れ
に
と
も
な
い
、
こ
れ
ま
で

分
遣
所
か
ら
16
・
３
㌔
あ
っ
た
田

尻
の
上
浜
地
区
は
８
・
８
㌔
、
10
・

２
㌔
あ
っ
た
口
之
福
浦
地
区
は

６
・
７
㌔
と
大
幅
に
距
離
を
縮
め

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

防
災
無
線

　

火
災
や
災
害
時
の
緊
急
連
絡
で

活
用
し
て
い
る
防
災
無
線
も
東
分

遣
所
を
司
令
塔
に
し
て
一
括
運
用

さ
れ
ま
す
。

消
防
無
線

　

町
内
に
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
消

防
無
線
通
話
不
能
地
区
や
不
良
地

区
が
あ
り
ま
し
た
が
、
行
人
岳
に

基
地
局
を
設
け
、
そ
の
解
消
が
図

ら
れ
ま
す
。

一
般
電
話

　

両
分
遣
所
が
独
自
で
保
有
す
る

一
般
加
入
電
話
は
継
続
し
ま
す
。

東
分
遣
所

℡
０
９
９
６
‐
８
６
‐
０
１
１
９

長
島
分
遣
所

℡
０
９
９
６
‐
８
８
‐
５
３
３
３

　

た
だ
し
、
長
島
分
遣
所
が
消

防
・
救
急
業
務
で
出
場
し
て
留
守

の
場
合
は
、
来
庁
者
に
つ
い
て
は

昼
間
は
総
合
管
理
課
で
、
夜
間
は

指
江
庁
舎
警
備
員
が
対
応
し
、
電

話
は
東
分
遣
所
に
転
送
さ
れ
ま

す
。

↑
東
分
遣
所
１
１
９
番
通
報
を
受
信
す
る
職
員

遠隔制

御装置

遠隔制

御装置

防災無線装置

無線電

話装置

消防用基地局

無線電話装置

ＮＴＴ専用線

ＮＴＴ専用線

東分遣所

指江庁舎

行人岳基地局

長島分遣所

消防車・救急車

指江地区防災
無線子局へ

消防無線
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